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 地域におけるブロードバンド基盤整備推進のための地方公共団体の一般的事務フロー

整備目標・レベルの設定
整備目標・レベルの設定

効果的な支援措置
効果的な支援措置

サービス提供事業者の確定
サービス提供事業者の確定

地域の現状の把握
地域の現状の把握

整備目的の明確化
整備目的の明確化

自己設置光ファイバ網の開放
自己設置光ファイバ網の開放

○ 地域が目指す発展の方向性、ブロードバ
ンドの普及状況等を把握

○ 産業誘致、地域生活向上等地域の実情
に応じてブロードバンドの活用方策・整備目
的を明確化

○ 「FTTH時代の到来」を意識し
つつ、地域で選択したメディア
の整備レベルを、ネットワークの
現状（既存リソース）、住民や事
業者との協議を踏まえて設定

○● 希望エリアでのサービス提供見通し
の確認
○● 提供予定がない場合、その理由、
サービス提供に必要な需要規模、その他
必要な条件につき確認
○● サービス提供に係る概算見積もりの
作成を要請

○● 希望エリアでのサービス提供見通し
の確認
○● 提供予定がない場合、その理由、
サービス提供に必要な需要規模、その他
必要な条件につき確認
○● サービス提供に係る概算見積もりの
作成を要請

● 住民アンケートの実施
－ 加入意思、住所等

● 利用面でのニーズの把握

● 住民アンケートの実施
－ 加入意思、住所等

● 利用面でのニーズの把握

事業者との協議事業者との協議 利用者ニーズの把握等利用者ニーズの把握等

e戦略、整備計画の策定e戦略、整備計画の策定
○ 事業者・地域住民・団体等、
関係者の特定・役割分担、推進
体制・日程の検討、整備事業計
画策定、補助金等支援措置の
検討

○ 近隣都道府県における整備状況・
推進方策等につき情報交換
○ 域内の整備推進関係者への情報
提供
○ 利用可能な支援策につき国との協議

○ 近隣都道府県における整備状況・
推進方策等につき情報交換
○ 域内の整備推進関係者への情報
提供
○ 利用可能な支援策につき国との協議

国・近隣都道府県との情報交換国・近隣都道府県との情報交換

推進体制の整備・啓発活動の推進
推進体制の整備・啓発活動の推進

地域社会活動の把握
地域社会活動の把握

● ブロードバンド誘致に関する地域社会
の活動状況の把握

● 地域社会からの要望の聴取

適宜
情報交換

適宜
情報交換

必要な対応の検討
必要な対応の検討

● 地域住民との交流、都道府県等との情
報交換の中で、整備推進のために必要
な措置の検討（補助金等のインセンティ
ブ等含む）

○● 地域住民・団体、関係地方公共団体、事業者、学識経験者等
を含めた推進体制を確立し、平素から住民への啓発活動を実施

【都道府県】（○で表示） 【市町村】（●で表示）

● 近隣市町村における整備状況・
推進方策等につき情報交換
● 域内の整備推進関係者への
情報提供

● 近隣市町村における整備状況・
推進方策等につき情報交換
● 域内の整備推進関係者への
情報提供

近隣市町村との情報交換近隣市町村との情報交換

● 地域としての条件に
合う事業者を確定、事
業者側も参入意思を
確定

○● 「民設民営」、「公設民営」等の整備・

運用スキームを確定

○● 「民設民営」、「公設民営」等の整備・

運用スキームを確定

整備スキーム・運用スキームの確定整備スキーム・運用スキームの確定

● 開放可能光ファイバに
関する情報整備・開示等
あらゆる条件整備を行う

利用方策の継続的検討・人材の育成
利用方策の継続的検討・人材の育成

（民設民営の場合） （公設民営の場合）

予算の確保
予算の確保● 首長、議会への説明、

財源の検討（地方債等）

整備事業者の確定
整備事業者の確定

● 地域としての条件に
合う事業者を確定

整備したネットワーク基盤の開放
整備したネットワーク基盤の開放● （同左）

（公設公営の
場合（略））

○● 初期投資軽減、物理
的課題解消措置を講ずる


